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１．はじめに 
 

（１）プラン策定の趣旨  

本県の基幹産業である建設業は、社会基盤の整備に加えて、日常の維持管理、

昼夜を問わない除雪作業、災害時の対応などを担い、さらには、雇用の受け皿と

なるなど、その役割は県民の安全・安心な暮らしを支えるうえで必要不可欠なも

のとなっており、特に、東日本大震災からの復旧・復興においては、その先頭に

立って総力を挙げて対応にあたるなど、地域の守り手としての役割を果たしてま

いりました。 

県では、建設業が持続可能で活力ある産業となるよう、平成 29 年 3 月に「ふく

しま建設業振興プラン（H29～R3）」（以下、「前プラン」と言う）を策定し、建設

業の振興に向けた各施策に取り組んできたところです。 

東日本大震災の復旧・復興事業による建設投資の拡大もあり、県内建設業の経

営状況は一定の改善が進みましたが、建設業が抱える諸課題に対する取組は途上

にあります。また、今後、復旧・復興事業のピークアウトによる建設投資の減少

に伴う建設業としての経営力の強化や、生産年齢人口の減少が進む中での担い手

の確保、激甚化・頻発化する自然災害や老朽化する社会資本への対応など、厳し

い環境となっていくことが予想されています。 

さらには、前プランの策定から 5 年が経過する中で、新・担い手 3 法、働き方

改革、インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（DX）など、建設業

を取り巻く情勢も大きく変化している状況にあります。 

そこで、本計画は、県内建設業の現状を考慮したうえで、建設業を取り巻く情

勢の変化に対応しながら、建設業の振興に向けた課題解決型の取組を展開してい

くために、今後取り組むべき課題と計画期間における取組の指針となる基本目標

を改めて整理し、将来にわたり建設業が持続可能で活力ある産業となるよう、県

が取り組む建設業振興施策の基本計画として定めるものです。 
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（２）計画期間 

9 年間にわたる建設業振興施策の指針として基本目標を設定し、継続・一貫した

取組により効果発現を図ります。 

なお、本計画に掲げる目標や施策については、計画期間途中における指標の達成

状況や情勢変化等に対応しながら柔軟に見直し等を行うものとします。 

令和 4 年度～令和 12 年度（2022 年度～2030 年度）の 9 年間 

福島県建設業審議会
「＜答申＞今後の県内建設業のあり方について」H29.1

福島県
「ふくしま建設業振興プラン」H29.3

福島県
「第２次ふくしま建設業振興プラン」R4.3

県内建設業の現状や建設業を取り巻く情勢を踏まえ改定
（福島県建設業産学官連携協議会においても議論）
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２．建設業を取り巻く情勢 
 

（１）建設生産・管理システムにおける省力化・効率化・高度化 

建設生産・管理システムに関しては、建設産業政策 2007（平成 19 年 6 月建設

産業政策研究会）において、下記のとおり、その特徴が述べられています。 

  

出典）国土交通省ホームページ 

 

建設投資額の減少や人口減少が進むなかにおいて、経営力の強化、生産性の向

上、担い手の確保とともに、老朽化が進行する社会資本の維持管理等のための技

術力確保等、様々な課題に対応しながら建設業の振興を図っていくためには、

様々な主体相互の関係性の総体により建設生産・管理システムが成り立っている

ことを認識したうえで、各施策を構築・展開していく必要があります。 
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（２）建設業に関わる国等の動き  

前プラン策定後に生じた建設業に関わる国等の動きについて、本プランの策定

において考慮することとします。 

 

①新・担い手 3 法 

平成 26 年に、品確法と建設業法･入契法が一体として改正され、適正な利潤を

確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を徹底するこ

となど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置

が規定されました（「担い手 3 法」）。この「担い手 3 法」の施行により、 予定価格

の適正な設定、歩切りの根絶、ダンピング対策の強化など様々な成果が見られま

した。 

 一方で、相次ぐ災害を受け「地域の守り手」としての建設業への期待、働き方

改革促進による建設業の長時間労働の是正、i-Construction の推進等による生産性

の向上など、新たな課題や引き続き取り組むべき課題も存在します。 

 令和元年 6 月、新たな課題に対応し、担い手 3 法の成果をさらに充実するため、

「新・担い手 3 法」として、再び品確法と建設業法･入契法が改正されました。  

出典）国土交通省ホームページ 
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②働き方改革 

日本全体の生産年齢人口が減少する中、建設業の担い手については概ね 10 年後

に団塊世代の大量離職が見込まれており、その持続可能性が危ぶまれる状況です。

建設業は全産業平均と比較して年間 300 時間以上の長時間労働となっており、

他産業では一般的となっている週休 2 日も十分に確保されておらず、給与につい

ても建設業全体で上昇傾向にありますが、生産労働者（技能者）については、製

造業と比べて低い水準にあります。将来の担い手を確保し、災害対応やインフラ

整備・メンテナンス等の役割を今後も果たし続けていくためにも、建設業の働き

方改革を一段と強化していく必要があります。  

政府においては、平成 29 年 3 月の「働き方改革実行計画」を踏まえ、これま

で、関係省庁連絡会議の設置や「適正な工期設定等のためのガイドライン」の策

定など建設業の働き方改革に向けた取組が進められているところです。また、建

設業団体においても、働き方改革 4 点セット（週休 2 日実現行動計画等）の策定

など業界を挙げた取組が進展しています。 

国土交通省においては、この流れを止めることなくさらに加速させるため、平

成 30 年 3 月に「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定し、長時間労働の是

正、給与・社会保険、生産性向上の 3 つの分野で新たな施策について、関係者が

認識を共有し、密接な連携と対話の下で施策を展開していくこととされています。 

 

出典）国土交通省ホームページ 
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③持続可能な開発目標（ＳＤＧS） 

SDGs は、世界が抱える課題を解決し、持続可能な社会をつくるため、平成 27 年

（2015）年の国連サミットで決定した国際社会の共通目標です。 

「貧困」「保健」「エネルギー」「気候変動」など 17 の目標と 169 のターゲット

が示されており、国が定めた「持続可能な開発目標（SDGs）実施指針」（平成 28

年（2016）年）において、地方自治体の各種計画に SDGs の要素を最大限反映する

こととされています。  






























































































































